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次回までに、（討論資料） 

長野市企画政策部企画課「連携中枢都市圏構想に関するＱ＆Ａ」 

（別掲、第５回資料 2）を読んで、研究しておくこと。 
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（前回の補足１） 

 地域経済分析システムによる地方版総合戦略支援 

２９年度概算決定額１.５億円（2８年度予算額１.１億円） 

 

 
【出典：内閣官房・内閣府 総合サイト「地方創生」HP「会議・資料」「まち・ひと・しごと創生」「地方創生市町村長トップセミナー」「地

方創生市町村長トップセミナー」（平成 29 年１月 10 日、12 日、13 日）「議事次第」「＜講演資料＞」「平成 29 年度予算・税制改正（地

方創生関連）及び地方創生推進交付金の活用のポイント」】 
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（前回の補足２） 

 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）普及広報事業 

２９年度概算決定額 0.08 億円（新規） 

 

 
 

【出典：同上】
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（前回の補足３） 

 「小さな拠点」 
 

「 人口減少や高齢化が著しい中山間地域等においては、一体的な日常生活圏を構成して

いる「集落生活圏」を維持することが重要であり、将来にわたって地域住民が暮らし続

けることができるよう、  

 ① 地域住民が主体となった集落生活圏の将来像の合意形成  

 ② 持続的な取組体制の確立（地域運営組織の形成）  

 ③ 生活サービスの維持・確保  

 ④ 地域の収入の確保のためのコミュニティビジネスの実施  

などの取組を進めるとともに、地域に合った生活サービス機能や交通ネットワークの確

保等により小さな拠点の形成を推進します。 

 

・ 小さな拠点情報サイト（内閣府ページ） 

平成 29 年５月、小さな拠点・地域運営組織を形成するためのポイントや、国の取組、

全国各地の優良事例を掲載した小さな拠点情報サイトを開設しました。これからも、

随時コンテンツを拡充させていきます。 

小さな拠点情報サイトはこちら 

 

 
 

【出典：内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」HP「まち・ひと・しごと創生本部」

「施策」「地方創生政策」「まちづくり（地域再生、都市再生、他）」「小さな拠点・地

域運営組織の推進」】 

http://www.cao.go.jp/regional_management/
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（前回の補足４） 

 総務省有識者会議「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その量的拡大と質的向上に向けて」最終報告（平成 28年 12

月 13日） 

地域運営組織の考え方 

 

 
 

【出典：内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」HP「まち・ひと・しごと創生本部」「施策」「地方創生政策」「会議・資料」「地域の課題

解決のための地域運営組織に関する有識者会議」「 地域の課題解決を目指す地域運営組織－その量的拡大と質的向上に向けて－最終報告」

「（概要）」より抜粋】 
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（前回の補足５） 

 都市のコンパクト化と周辺等の交通ネットワークの形成等 

 
【出典：国土交通省 HP「政策・仕事>総合政策>重点的施策>社会資本整備重点計画について」「【参考】第４次社会資本整備重点計画の概要」

「3-1 地域生活サービスの維持・向上を図るコンパクトシティの形成等」より抜粋】 
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１ 地方創生推進交付金 

1.1 地方創生関係交付金の概要（イメージ） 

 
【出典：内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」HP「施策」「地方創生政策」「地方創生

市町村長トップセミナー」（平成 29 年１月 10 日、12 日、13 日）「議事次第」「＜講演資料

＞」「平成 29 年度予算・税制改正（地方創生関連）及び地方創生推進交付金の活用のポイ

ント」】 

 

1.2 平成 29年度 地方創生推進交付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【出典：同上】 
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1.3 地方創生加速化交付金を活用した取組事例一覧 

 
【出典：内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」HP「施策」「地方創生関係交付金」「 地方創生に係る特徴的な取組事例」】 
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２  地方自治体・歳入内訳の構成 
 

 
 

 

【出典：総務省 HP「政策 >統計情報 >地方財政状況調査関係資料」「地方財政白書ビジュ

アル版」「平成 2９年版地方財政白書ビジュアル版（平成 27 年度決算）（PDF 版）」】 
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３ 国庫負担金と国庫補助金（＝「補助金等」） 

 
3.1 国庫負担金  

 

１） 普通国庫負担金（経常的経費国庫負担金） 

   ＊ 地方財政法第 10 条   

「 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と

地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するた

めには、なお、国が進んで経費を負担する必要があるもの 」 

(例)  

① 義務教育職員の給与（退職年金等を除く。）に要する経費  

② 義務教育諸学校の建物の建築に要する経費 

③ 生活保護に要する経費  

④  老人保健事業、養護老人ホーム、特別養護老人ホームに要する経費  

⑤  介護保険の介護給付に要する経費  等 

 

２）公共事業費国庫負担金 

 ＊ 地方財政法第 10 条の２   

「 地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて

実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する

経費 」については、国が一部を負担。 

(例) 

①  道路、河川、砂防、海岸、港湾等の重要な土木施設の新設及び改良に要す

る経費  

②  林地、林道、漁港等の重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費  

③  重要な都市計画事業に要する経費  

④  公営住宅の建設に要する経費  

⑤  児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費 等 

 

３） 災害復旧事業費等国庫負担金 

 ＊ 地方財政法第 10 条の３ 

「地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務

で、地方税法 又は地方交付税法 によつてはその財政需要に適合した財源を得

ることが困難なものを行うために要する経費 」については、国が一部を負担。  

(例) 

①  災害救助事業に要する経費  

②  道路、河川、砂防、海岸、港湾等の土木施設の災害復旧事業に要する経

費  

③  林地荒廃防止施設、林道、漁港等の農林水産業施設の災害復旧事業に要

する経費  

④  都市計画事業による施設の災害復旧に要する経費  

⑤  公営住宅の災害復旧に要する経費  

⑥  学校の災害復旧に要する経費  

⑦  社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費 等 
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3.2 国庫補助金 

 ＊ 地方財政法第 16 条 

 「 国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共

団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に

対して、補助金を交付することができる。 」 

 

3.3 地方向け補助金等の全体像（29年度予算） 

 
（参考 平成 10 年度） 

 
【出典：財務省 HP「予算・決算 > 毎年度の予算・決算 > 予算 > 平成 29 年度 > 政府案」

「地方向け補助金等の概要」及び「平成 20 年度予算政府案」「平成 20 年度地方向け補助金

等について」】  

 

４ 地方分権推進委員会第２次勧告（平成 9年 7月 8日） 
 

「 第４章 国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保 

 

Ｉ-Ｉ 国と地方の財政関係の基本的な見直しの方向 

１ 国庫補助負担金の機能と問題点  

 国庫委託金以外の国庫負担金及び国庫補助金（以下、「国庫補助負担金」という。）は、

国と地方公共団体が協力して事務を実施するに際し、一定の行政水準の維持や特定の施

策の奨励のための政策手段としての機能を担うものである。 

 しかし、一方では、  

① 国庫補助負担金の交付により、国と地方公共団体の責任の所在の不明確化を招き

やすい、  

② 国庫補助負担金の交付を通じた各省庁の関与が、地方公共団体の地域の知恵や創

意を生かした自主的な行財政運営を阻害しがちである、  

③ 国庫補助負担金の細部にわたる補助条件や煩雑な交付手続等が、行政の簡素・効

率化や財政資金の効率的な使用を妨げる要因となっている、  

等弊害も少なからず見られる。したがって、これまでも国庫補助負担金の交付は真に必

要な分野に限定するものとされてきた。                        
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２ 国と地方公共団体の財政関係の見直しの基本的な方向  

 国と地方公共団体の財政関係については、事務の実施主体がその費用を負担するとい

う原則を踏まえつつ、概ね次の三点を基本的な方向として見直すこととする。  

① 国庫補助負担金の整理合理化  

② 存続する国庫補助負担金の運用、関与の改革  

③ 地方税、地方交付税等の地方一般財源の充実確保  

 

Ｉ-II 国と地方の経費負担のあり方  

1. 国と地方の経費負担区分の原則  

 国と地方公共団体の財政関係の見直しに当たっては、地方行政の自主的な運営の確保、

行政責任の明確化等の観点から、地方公共団体の担う事務に要する経費については当該

地方公共団体が全額を負担するという原則を堅持することとする。  

 また、地方公共団体の担う事務について、国が経費の全部又は一部を負担又は補助す

る場合、国庫委託金、国庫負担金及び国庫補助金に区分されるが、その中で国庫負担金

と国庫補助金の区分を明確にすることが特に重要と考えられる。  

 

          （以下、略） 

５ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）（抜粋） 

 
（この法律の目的）  

第一条  この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関

する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止

その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。  

 

（関係者の責務）  

第三条  各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収さ

れた税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で

定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。  

２  補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でま

かなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若し

くは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。  

 

（補助事業等及び間接補助事業等の遂行）  

第十一条  補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法

令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、

いやしくも補助金等の他の用途への使用（利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又

は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることを

いう。以下同じ。）をしてはならない。  

 

（決定の取消）  

第十七条  各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関

して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に

違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 （２項以下省略）  

 

（補助金等の返還）  

第十八条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に

係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければな

らない。  （２項以下省略） 

 

第二十九条  偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通

を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

２  前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。 

【出典: 総務省 HP「法令データ提供システム」。下線は片木】 
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６ 地域自主戦略交付金 

6.1  民主党政権マニフェスト（平成 21年衆議院選挙時、抜粋） 

 

4 地域主権 

 

27．霞が関を解体・再編し、地域主権を確立する 

【政策目的】 

○ 明治維新以来続いた中央集権体制を抜本的に改め、「地域主権国家」へと転換す

る。 

○ 中央政府は国レベルの仕事に専念し、国と地方自治体の関係を、上下・主従の

関係から対等・協力の関係へ改める。地方政府が地域の実情にあった行政サービ

スを提供できるようにする。 

○ 地域の産業を再生し、雇用を拡大することによって地域を活性化する。 

【具体策】 

○ 新たに設立する「行政刷新会議（仮称）」で全ての事務事業を整理し、基礎的自

治体が対応可能な事務事業の権限と財源を大幅に移譲する。 

○ 国と地方の協議の場を法律に基づいて設置する。 

○ 国から地方への「ひもつき補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える「一

括交付金」として交付する。義務教育・社会保障の必要額は確保する。 

○ 「一括交付金」化により、効率的に財源を活用できるようになるとともに補助

金申請が不要になるため、補助金に関わる経費と人件費を削減する。 

 

（民主党「政権政策 Manifesto」（発行日 2009 年 7 月 27 日）による。下線等は片木） 

 

6.2  ひも付き補助金の一括交付金化（平成 22年 6月 22日、「地域主権戦略大綱」抜粋） 

 

１ 趣旨 

（１）目的 

地域のことは地域が決める「地域主権」を確立するため、国から地方への「ひ

も付き補助金」を廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方

針の下、現行の補助金、交付金等を改革する。 

（２）原則 

こうした目的からして一括交付金は、各府省の枠にとらわれず、ブロックの政

策目的の範囲で、いかなる政策にどれだけの予算を投入し、どのような地域を目

指すのかを、住民自身が考え、決めることができるよう、デザインされなければ

ならない。これにより、地域の知恵や創意が生かされるとともに、効率的・効果

的に財源を活用することが可能となる。 

（３）手順 

改革に当たっては、地方が円滑に行政サービスを提供できるよう、十分に配慮

した手順で進めていく必要がある。 

（以下略） 
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6.3  一括交付金の拡充（平成 24年度予算） 

 
【出典：内閣府 HP「政策 >  地域主権改革 >  地域主権戦略会議 >  地域主権戦略会議

開催状況 >  第 15 回地域主権戦略会議 議事次第・配付資料」「配布 資料２-１ 一括交

付金の拡充」（平成 23 年 12 月 26 日）】 

 

6.4 地域自主戦略交付金の評価（当時の内閣府・地域主権戦略室調査） 
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【出典：平成 24 年 11 月、内閣府地域主権戦略室「地域自主戦略交付金に関するアンケー

トの概要（ポイント）」】 

 

 

７ 安倍政権と交付金 
 

7.1 2012年 自民党選挙公約 

 

233 地方への交付金拡充 

 「日本再生のカギは地方経済にあり」との観点に立って、十分な資金を確保し、

地方の活性化を大胆に推進します。 

  まず、使い勝手が悪く、地方自治体からの評判も悪い｢地域自主戦略交付金」（一

括交付金）は廃止し、各府省に戻した上で大型の地域振興事業を継続できる交付

金事業に充てます。 

  また、地方自治体が特色ある政策を実施できるよう、経済対策や雇用創出事業

に活用できる交付金制度の創設を検討します。 

 

【出典：自民党 HP「J-ファイル 2012 総合政策集」】 
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7.2 社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金 

 

 
【出典：国土交通省 HP「政策・仕事>予算・決算・税制等>社会資本整備総合交付金等につ

いて」「社会資本整備総合交付金関係」「社会資本整備総合交付金の概要 （PDF）」】 

 

 

 


